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　　　　　　　　選挙管理委員会告示

〇愛知県議会議員知立市選挙区の補欠選挙を行うべき事由の
発生

〇愛知県議会知立市選出議員補欠選挙の選挙時登録の基準日

第50号

第51号
１

１

　　　　　　　　　　　　　　　　 選挙管理委員会告示

愛知県選挙管理委員会告示第50号
　愛知県議会議員知立市選挙区において、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第113条第１項第５号の規定
により、補欠選挙を行うべき事由が生じた。
　　令和６年11月19日

愛知県選挙管理委員会委員長　加　藤　　　茂　
　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県選挙管理委員会告示第51号
　令和６年12月22日執行予定の愛知県議会知立市選出議員補欠選挙について、公職選挙法（昭和25年法律第
100号）第22条第３項に規定する選挙時登録の基準日を令和６年12月12日に定めた。
　　令和６年11月19日

愛知県選挙管理委員会委員長　加　藤　　　茂　

（選挙管理委員会事務局）

（同　　　　　　　　　）
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